
交 規 第 7 2 8 号

( 交 企 )

令 和 ３ 年 ３ 月 1 7 日

交通部内各所属長
殿

各 警 察 署 長

交 通 部 長

中小小売商業振興法等の制定について

中小小売商業振興法（昭和48年法律第101号。以下「法」という。）、中小小売商業振

興法施行令（昭和48年政令第286号）及び中小小売商業振興法施行規則（昭和48年通商産

業省令第100号。以下「規則」という。）が、昭和48年９月29日付けで公布され、同日か

ら施行されている。これらの法令に伴い、交通警察の運営上、留意すべき事項は下記の

とおりであるので、この取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、警務部長通達「行政手続における押印等の取扱いに係る対応について」（令和

２年７月13日付け警務第115号）により、法令（法律及び法律に基づく命令をいう。）に

根拠がないにもかかわらず、申請等に必要な書類に署名又は押印（以下「押印等」とい

う。）を求めている手続については、公安委員会規則の改正等により、押印等を求めな

いこととする旨示達されたところであり、本通達によらない書類についても、当分の間、

本通達による様式によるものとみなし、これを取り繕って使用することができることを

申し添える。

記

１ アーケード等の設置に係る対応

法第４条第１項において、商店街整備計画に基づく事業としてアーケードを例示し

ているが、アーケードの取扱いについて警察庁は、「アーケードの取扱について」（昭

和30年２月１日付け国消発第72号、建設省発住第５号、発備第２号。別添１）におい

て、アーケードの設置は、防火、交通及び衛生上の弊害を伴うものであることから、

従来どおり、これを抑制するものとする旨の見解を示している。

よって、商店街整備計画に基づく事業としてのアーケードの設置について、道路交

通法第77条第１項の規定により、所轄警察署長が許可をする場合においても、別添１

通達に示すアーケードの設置基準に合致したものに限ること。

２ 商店街振興組合等が知事にアーケードの設置を申請するに当たって添付すべき書面

の交付申込みに係る対応

法第４条第１項に規定する商店街振興組合等（以下「組合」という。）が、知事に

アーケード等の設置に係る整備事業計画の申請を行うに当たって添付すべき書面とし



て、道路交通法(昭和35年法律第105号）第77条第１項の許可を要するときは、規則第

１条第２項第６号の規定により、当該許可を得ていること又は得る見込みがあること

を証する書面とされている。

よって、組合から所轄警察署長に対し、道路使用許可を得る見込みがあることを証

する書面の交付申込みのため、別添２「道路使用許可見込確認申込書」の提出を受け

た場合には、これを受理した上で、道路使用許可見込確認書を作成して交付すること。

なお、確認申込書の交付に当たっては、アーケード等の設置に係る遵守事項として、

交通安全管理上の必要な意見を付すこと。

担当 交通規制課 規制第二係























 

別 添 ２  

道 路 使 用 許 可 を 得 る 見 込 み が あ る こ と を 証 す る 書 面  

 

道 路 使 用 許 可 見 込 確 認 申 込 書  

 

年    月    日  

警 察 署 長  殿  

 
住 所  

申 込 者  
氏 名             

道 路 使 用 の 目 的   

場 所 又 は 区 間   

期 間  年  月  日  時 か ら     年  月  日  時 ま で  

方 法 又 は 形 態   

添 付 書 類   

現  場  

責 任 者  

住  所   

氏  名   電  話   

第      号  

道 路 使 用 許 可 見 込 確 認 書  

上 記 の と お り 許 可 す る見 込 み が あ る こ と を 証 す る。 た だ し 、 次 の 事 項 を

遵 守 す る こ と 。  

 

年    月    日  

警 察 署 長   □印  

備 考   １  申 込 者 が 法 人 で あ る と き は 、 申 込 者 の 欄 に は 、 そ の 名 称 、 主 た

る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 代 表 者 の 氏 名 を 記 載 す る こ と 。  

２  方 法 又 は 形 態 の 欄 に は 、 工 事 又 は 作 業 の 方 法 、 使 用 面 積 、 行 事  
等 の 参 加 人 員 、 通 行 の 形 態 又 は 方 法 等 使 用 に つ い て 必 要 な 事 項 を

記 載 す る こ と 。  

３  添 付 書 類 の 欄 に は 、道 路 使 用 の 場 所 、方 法 等 を 明 ら か に し た 図 面

そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 付 し た 場 合 に 、 そ の 書 類 名 を 記 載 す る こ と 。 
４  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。  


